
（ ）内は変更前を示す。 

No.２ 東 京 都 市 計 画 公 園  〔東 京 都 決 定〕 

種 別 

名
称

名
称

名 称  位 置  面 積 事業主体 事業予定年度 摘 要 

総合公園 

（大公園） 

第５・６・２０号 
祖師谷公園 

（第３１号 祖師ヶ谷公園） 

世田谷区上祖師谷二丁目、上
祖師谷三丁目、上祖師谷四丁
目、祖師谷四丁目、祖師谷五
丁目、祖師谷六丁目、成城七
丁目及び成城九丁目各地内

（世田谷区祖師ヶ谷町二丁
目地内） 

約５８．３ｈａ 

（約５３．３ｈａ） 
都 

令和６年度から 
令和１１年度まで 

種別、名称、位置、 
区域及び面積の変更 

面積変更の内訳 
追加区域 
約０．２０ｈａ 

削除面積 
△約０．１４ｈａ
錯誤面積
約４．９２ｈａ 

「区域は、計画図表示のとおり」 

理 由： 都市計画公園の配置及び都市施設との整合を検討した結果、本公園へのアクセス及び防災機能の向上を図るため、上記のとおり公園 

を変更する。 


